


















津市告示第２４号 

 下記の者の固定資産税都市計画税の平成２０年度３期から平成２２年度３期

の督促状は、住所居所不明のため、送達することができないので、地方税法第

２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２３年２月２日 

津市長 松 田 直 久  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○○ 固定資産税都市計画税

平成２０年度３期から

平成２２年度３期の督

促状 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２５号 

 下記の者に対する差押調書及び固定資産税２２年度３期目督促状は、住所居

所不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定に

より公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２３年２月３日 

津市長 松 田 直 久  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○ 

○○ ○○ 差押調書、固定資産税

２２年度３期目督促状 



津市告示第２６号 

 下記の者に対する差押書は、住所居所不明のため、送達することができない

ので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２３年２月３日 

津市長 松 田 直 久  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ 

○ ○ ○ ○  差押書 

注意:地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算 

 して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２７号 

下記の者の平成２２年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）

第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険年金課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２３年２月４日 

津市長 松 田 直 久   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○ 
○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 



































津市告示第３２号 

 下記の者に対する差押書は、住所居所不明のため、送達することができない

ので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２３年２月１４日 

津市長 松 田 直 久  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○ ○ ○ ○  差押書 

注意:地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算 

 して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 
























